
相模原市　「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」実施状況（令和元年度）

　「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」に基づく措置の実施状況については、次のとおりです。

１　指標及び数値目標に係る状況

◆管理職に占める女性職員の割合

計画策定時の実績
（平成27年4月1日）

平成28年4月1日 平成29年4月1日 平成30年4月1日 平成31年4月1日 令和2年4月1日
目標

（令和2年度）

教育職給料表の適用を受ける職員を除く職員 15.4% 16.5% 17.3% 17.3% 18.8% 19.6% 30％以上

教育職給料表の適用を受ける職員
(校長・副校長)

33.8% 36.2% 35.5% 34.5% 35.5% 35.3% 40％以上

◆管理職候補の地位にある職員に占める女性職員の割合（教育職給料表の適用を受ける職員を除く職員）

計画策定時の実績
（平成27年4月1日）

平成28年4月1日 平成29年4月1日 平成30年4月1日 平成31年4月1日 令和2年4月1日
目標

（令和2年度）

市長事務部局 34.8% 36.1% 37.1% 37.4% 37.7% 38.2%

議会局 25.0% 14.3% 14.3% 42.9% 57.1% 57.1%

教育委員会 33.9% 33.1% 39.4% 38.8% 33.3% 32.3%

市選挙管理委員会事務局 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

監査委員事務局 44.4% 37.5% 37.5% 28.6% 28.6% 28.6%

人事委員会事務局 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0%

農業委員会事務局 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2%

消防局 2.8% 2.8% 2.3% 0.0% 2.7% 3.1%

計 28.4% 28.9% 30.3% 30.8% 30.3% 31.2% 35％以上

◆消防職員に占める女性の割合（消防局）

計画策定時の実績
（平成27年4月1日）

平成28年4月1日 平成29年4月1日 平成30年4月1日 平成31年4月1日 令和2年4月1日
目標

（令和2年度）

消防職員に占める女性の割合 2.7% 2.9% 3.2% 3.3% 3.4% 3.9% 3.7％以上



２　取組内容及び実施状況 ※　◎は令和元年度の新規・拡充の取組

No 施策名 取組 対象者 令和元年度実施状況

施策１
多様なポストへの女性職
員の積極的な登用

　多様な視点を施策に反映させるため、女性職員
を財政、企画、議会担当等、多様なポストに積極
的に登用するとともに、意欲や能力に応じた人事
配置を行います。

女性職員
（常勤代替職員、臨時的
任用職員及び非常勤職員
を除く。）

＜全任命権者＞
○女性職員を多様なポストに積極的に登用するとともに、
意欲や能力に応じた人事配置を行った。

施策２
育成を重視し様々な部門
を経験する人事異動

　職員の能力開発に重要な時期（主事級、主任
級）においては、窓口部門・管理部門・事業部門等
をそれぞれ経験するよう計画的な人事異動（ジョブ
ローテーション）を行い、若手職員の人材育成を図
ります。
　また、各所属の事務分担について、性別にとら
われて固定しないよう、比較的短期間で分担を入
れ替えることなどを行います。

全ての職員
（市立小中学校に勤務す
る職員、常勤代替職員、
臨時的任用職員及び非常
勤職員を除く。）

＜全任命権者＞
〇能力開発期（主事級、主任級）において、様々な部門を
経験するよう人事異動（ジョブローテーション）を実施した。

○各所属の事務分担について、性別にとらわれて固定し
ないよう促した。

施策３
女性職員のみを対象とす
る研修の実施や外部研修
専門機関への派遣

　女性職員の視野を広げ、更なるチャレンジ意欲
を醸成することを目的に、庁内における研修の実
施や外部研修専門機関（自治大学校、市町村アカ
デミー等）への派遣を充実させ、キャリア形成を支
援します。

女性職員
（市立小中学校に勤務す
る職員、常勤代替職員、
臨時的任用職員及び非常
勤職員を除く。）

＜全任命権者＞
○副主幹級２年目の女性職員に対し、女性活躍推進の意
義を理解し、意欲的に働ける職場環境づくりを考えるため
の研修を実施した。

○外部研修専門機関（自治大学校、市町村アカデミー等）
へ女性職員の派遣を行った。

施策４ ロールモデル事例の紹介
　職員が目指したいと思う模範となるロールモデ
ルの事例を定期的に紹介する機会を設けます。

全ての職員
（市立小中学校に勤務す
る職員、常勤代替職員、
臨時的任用職員及び非常
勤職員を除く。）

＜全任命権者＞
◎座談会形式で仕事と子育て両立応援セミナーを実施し、
先輩職員や同じような悩みを抱える職員と情報共有し、今
後の働き方の参考となるような機会を設けた。

＜消防局＞
〇市ホームページ内で現職の女性消防士を紹介するコー
ナーを掲載。

施策５ メンター制度の導入
　キャリア形成について同じ所属以外の職員から
の助言・指導等を求める職員に側面的な支援を行
うメンター制度の導入を図ります。

全ての職員
（市立小中学校に勤務す
る職員、常勤代替職員、
臨時的任用職員及び非常
勤職員を除く。）

＜全任命権者＞
〇メンター制度を実施し、令和元年度は２名のメンティに対
して、キャリア形成や仕事と子育ての両立、職場環境に関
する悩み等の問題解決のサポートを行った。



２　取組内容及び実施状況 ※　◎は令和元年度の新規・拡充の取組

No 施策名 取組 対象者 令和元年度実施状況

施策６
管理職等による部下の
キャリア形成支援の充実

　職員のキャリア形成支援の充実を図るため、管
理職等を対象とした研修を実施し、各所属におい
て管理職等による育成面談などを行います。

管理職等

＜全任命権者＞
○部下のキャリア育成のため、新任副主幹、新任管理者、
新任所属長にマネジメント研修を受講した。

＜教育局＞
○市立小中学校に勤務する職員を対象とした管理職研修
において、ミドルリーダーの育成について講義を行い、人
事評価の育成面談等の機会を通じて、個別面談を実施し
た。

施策７
女性の採用の拡大に向け
た積極的な取組

　多くの女性が活躍できるよう、その入口となる女
性職員の採用の拡大に向けて、採用、登用等の
女性の職業選択に資する情報を毎年、ホーム
ページに公表します。
　職員の採用募集について、女子大学を含め、広
く周知を図るとともに、大学等で開催される採用説
明会に積極的に参加します。

※消防職については、上記に加え、適材適所を原
則とした職域の拡大を図るとともに、施設整備等
の改善により女性の働きやすい環境づくりに取り
組みます。

求職者

＜人事委員会＞
○職員採用試験について、女性の合格者数（内数）をホー
ムページで公表した。

○女子大学において本市の採用説明会を、延べ３箇所の
キャンパスで実施した。

○採用説明会において、本市職員の育児休業取得率やハ
ラスメント相談窓口など女性の働きやすさをアピールし、
キャリアデザインに資する情報を積極的に提供した。

＜教育局＞
○女子大学を含め、採用、登用等の情報をホームページ
で公表した。

＜消防局＞
◎消防職員採用募集の街頭キャンペーンを行った。女性
職員にも啓発物品等の配布をしてもらい、実際に働いてい
る女性職員を身近に感じてもらった。

◎女性限定のインターンシップを開催した。

◎総務省主催の「ワンデーインターンシップ」、「ウェブセミ
ナー」に参加し、ブース出展や女性消防職員が出演した。



２　取組内容及び実施状況 ※　◎は令和元年度の新規・拡充の取組

No 施策名 取組 対象者 令和元年度実施状況

施策８ ハラスメント対策の充実

　女性職員が働きやすく、活躍できるような環境づ
くりに向けて、ハラスメントの防止対策や相談体制
について、研修や冊子「セクシュアル・ハラスメント
防止ハンドブック」、「パワー・ハラスメント防止ハン
ドブック」などを通して更なる意識啓発を図ります。
　また、女性の就業継続を阻む要因でもあるマタ
ニティハラスメント防止のための取組を推進しま
す。

全ての職員

＜全任命権者＞
○管理職等を対象としたハラスメント防止研修、職員向け
のハンドブック、コンプライアンス通信等により、職員の意
識向上を図るとともに、相談体制について周知した。

○マタニティハラスメント防止については、「職場における
妊娠・出産・介護に関するハラスメント防止ハンドブック」を
用いた意識啓発等、子育てと仕事が両立しやすい職場環
境づくりを推進した。

＜教育局＞
○「相模原市立学校教職員コンプライアンス推進指針」(平
成30年4月改定）、「相模原市立学校教職員のセクシュア
ル・ハラスメント防止ハンドブック」、「パワー・ハラスメント
防止ハンドブック」を用いて意識啓発を図り、さらに管理職
員及び総括教諭には研修を実施した。

＜消防局＞
〇消防局職員を対象に、外部講師による「パワハラ防止研
修」を実施した。


